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１. 有料老人ホーム事業と指導監督
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２．事業規制

法令関係 1 用語の定義
・
・

15 電磁的記録等
設置運営指導指針

※指導指針は自治体が指導するための
規程で、適正な運営のために遵守すべ
きもの ⇒違反は行政処分につながる

老人福祉法
第29条
届出（変更届）事項、情報開示、
利用料、適正な契約、等を規定

２

会員ホームに、自治体
から何らかの指導が
あった場合は、対応策
も含め、まず有老協に
相談を。
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（届出等）
第２９条 有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚
生労働省令で定めるもの（以下「介護等」という。）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含
む。第１３項を除き、以下この条において同じ。）をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行
う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとす
る地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
— 施設の名称及び設置予定地
二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 その他厚生労働省令で定める事項
２ 前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府
県知事に届け出なければならない。
３ 第１項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨
を当該都道府県知事に届け出なければならない。
４ 都道府県知事は、前３項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在
地の市町村長に通知しなければならない
５ 市町村長は、第１項から第３項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム（高齢者の居住の安定確保に関する法
律（平成１３年法律第２６号）第７条第５項に規定する登録住宅を除く。）を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置
予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
６ 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しな
ければならない。
７ 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、
当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。
８ 有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利
金その他の金品を受領してはならない。

（老人福祉法２９条関係）

３
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９ 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一
括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生
労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
１０ 有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令
で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合
に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければな
らない。
１１ 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報（有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び
有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必
要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知
事に対して報告しなければならない。
１２ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。
１３ 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与（将来に
おいて供与をすることを含む。）を委託された者（以下「介護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認め
る事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しく
は事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
１４ 第１８条第３項及び第４項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
１５ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第６項から第１１項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為
をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設
置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
１６ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令
又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の
制限又は停止を命ずることができる。
１７ 都道府県知事は、前２項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

４



6

１８ 都道府県知事は、介護保険法第４２条の２第１項本文の指定（地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る。）を受けた
有料老人ホームの設置者に対して第１６項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければ
ならない。
１９ 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第１６項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の
安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援助を行うよ
うに努めるものとする

（有料老人ホーム協会）
第３０条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、
有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員（以下この章において「会員」とい
う。）とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
２ 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
３ 第一項に規定する一般社団法人（以下「協会」という。）は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及
び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
４ 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。ることができる。

５



３. 法令違反・行政処分（老人福祉法関係）

法令違反の罰則 （行政処分への違反など）

〇第39条

〇第３８条

〇第40条

６月以下の懲役または５０万円以下の罰金

第29条第15項の規定による命令に違反

１年以下の懲役または１００万円以下の罰金

第29条第16項の規定による命令に違反

30万円以下の罰金

第29条第１項から第３項までの規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をしたとき。

第29条第13項の規定による報告をせず、若しくは虚偽

の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁を

せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定に

よる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。虚偽の答

弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避したとき

行政処分

①改善命令 ［法29条１5項］

－老福法第29条６～11項違反
－入居者の処遇に関する不当行為
－運営に関し入居者の利益を害する行為を
したと認めるとき

－入居者保護のため必要があると認めるとき

②事業停止命令 [法２９条１６項］

－改善命令、その他関係法令 の違反
※全サービスの提供停止 実質、ホーム閉鎖

６
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４. 定期的な指針規定の確認（他自治体の確認票）

〇有老協の2025年度からの取り組み：指針の義務規定に適合しているかを第三者機関が評価

7
7．職員の配置、研修及び衛生管理等

自己確認 評価機関

基準項目
１．基準内容 夜間に職員を配置している。【はい・いいえ 】

２．確認ポイ
ント

□重要事項説明書の「夜間体制」や「職員の勤務時間帯」で、夜間の職員配置を確認できる。

□直近１か月の職員シフト表で、ホーム職員が夜間に勤務していることを確認できる（訪問介護事
業所等の職員との兼務は不可）。

３．確認資料 ・職員シフト表 ・重要事項説明書

指針規定 （１）三 入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること。
７

ケ 介護居室内に便所を設置しない場合は、居室のある階ごとに居室に近接して
設置してあるか｡

ある ない

コ 介護居室のある区域の廊下の幅は、県指針に適合しているか｡ いる いない

原則は内法で１．８ｍ以上｡ただし、片廊下であり、待避スペース とし
て有効なアルコープ等を設けた場合は

１．５ｍ以上とすることができる｡

サ 廊下の壁面に手摺りはあるか｡ ある ない

シ 階段には手摺りがあり、傾斜が緩やかであるか。 ある ない



５．千葉県の指導指針（直近改正R７.３.３１）

１０ サービス等
１１ 事業収支計画
１２ 利用料等
１３ 契約内容等
１４ 情報開示
１５ 電磁的記録等

１ 用語の定義
２ 基本的事項
３ 有料老人ホームの類型等
４ 設置者
５ 立地条件
６ 規模及び構造設備
７ 建物の規模及び構造に関する例外
８ 職員の配置・研修及び衛生管理
９ 施設の管理・運営

〇違反事例の多い項目（赤字）

８

〇指針規定の書きぶり（文末表現）
・「すること。」「しなければならない」 ・・・・・・・・
・「努めること。」「努めなければならない。」・・・・
・「望ましいこと。」「配慮すること。」 ・・・・・・・・・

遵守義務（行政処分の対象となり得る）
努力義務
※違反とは評価されない



（１） ５ 立地条件 （２） ６ 規模及び構造設備

【指針】
（２） 有料老人ホームの事業の用に供する土地及び建
物については、有料老人ホーム事業以外の目的によ
る抵当権その他の有料老人ホームとしての利用を制
限するおそれのある権利が存しないことが登記簿謄
本及び必要に応じた現地調査等により確認できるこ
と。

【違反防止のポイント】
土地建物が自己所有の場合に限らず、賃借の場

合でも設置者は自ら謄本で権利関係を確認する必
要がある。

(抵当権、根抵当権、不動産譲渡担保、等）
最低でも年に1回は確認しておきたい。

【指針】
（３） 建物には、建築基準法、消防法（昭和 23 年法
律第186号）等に定める避難設備、消火設備、警報設
備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故・災害
に対応するための設備を十分設けること。また、緊急
通報装置を設置する等により、入居者の急病等緊急
時の対応を図ること。

【違反防止のポイント】
消火設備の未設置ホームへの指摘もあり、対応が

必要。
スプリンクラー設置について、開設時は対象者が

少なくても、将来「主として避難が困難な要介護者」
の状況になった時点で設置が義務付けられるため、
注意が必要。

９



（３）６ 規模及び構造設備 （４）８ 職員の配置・研修及び衛生管理等

【指針】
（９）ス 介護付有料老人ホーム及び住宅型有料老人ホー
ムにあっては、入居者が車椅子等で安全かつ円滑に移動
することが可能となるよう、設備の基準は次によること。
① 車いす使用者がすれ違うことができるよう、廊下の有効
幅員（注：両手すり設置後の内法。以下同じ。）は、１．８ｍ以
上とすること。また、専ら要介護者等を入居対象とする有料
老人ホームにあっては、多数の通行が見込まれる中廊下や
避難経路が集中する廊下等(以下「中廊下」という。）の有効
幅員は2.7m以上とすること。

【違反防止のポイント】
川崎市の場合、居資質の種別に関わらず、廊下幅が
定められている。
指針不適合のまま既存建物をホームに転用する場合

は、改善計画の作成が必要。

【指針】
（１）イ 住宅型有料老人ホーム及び健康型有料老人
ホームにおける職員配置は次によること。
(イ） （前略） さらに、夜間の介護及び緊急時等に対
応できる職員体制及び勤務ローテーションとすること。

【違反防止のポイント】
住宅型ホームの場合であっても、夜間の職員配
置が義務付けられている。特に職員が不在で事故
が発生するケースも（全国亭には）ある。 過去の
札幌市でのホームの火災や、長崎県のグループ
ホーム火災をみても、夜間の入居者の被災や急
変等に備える取り組みが重要。

１０



（５）８ 職員の配置・研修及び衛生管理等 （６）９ 施設の管理・運営

【指針】
（２）ア 職員に対しては、毎年度当初に職員研修計画
を策定し、採用時及び採用後において定期的に研修を
実施すること。特に、生活相談員、介護職員等の直接
処遇職員については、高齢者の心身の特性、実施する
サービスのあり方及び内容、認知症介護、虐待防止、s
ン体的拘束のない介護、介護事故の防止及び感染症
対策等の介護に関する知識及び技術並びに作業手順
等について、体系的かつ継続的に研修を行うこと。

【違反防止のポイント】
職員に対して定期的に研修を実施していない

ホームが散見される。
中途採用者も含め年間の研修計画を立てて実施

し、実施記録を保存する必要がある。
※２０２５年度は有老協施設研修を全面リニューア
ル

【指針】
（２） 緊急時において迅速かつ適切に対応できるよう
にする観点から、入居者及びその身元引受人等の氏
名及 び連絡先を記載した名簿を整備しておくこと。

【違反防止のポイント】
入居者、身元引受人等の名簿を作成していない、

又は「随時更新」していないホームがある。
他方で、名簿は通常の連絡だけでなく、大規模災
害等でも重要な書類であり、【保管－持ち出し】に
留意して対応しな ければならない。

１１



(7)９ 施設の管理・運営 （８）９ 施設の管理・運営

【指針】（帳簿の整備）
（３）ウ 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行った
場合にあっては、その態様及び時間、その際の入居者
の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

【違反防止のポイント】
緊急的な身体拘束を実施した際に記録が保存さ

れていないケースがある。
緊急的な拘束の場合でも、組織的に検討した上で

実施に際しては、身元引受人等に連絡する必要があ
る（記録は必須）。 ※業務マニュアルで標準化する。

【指針】(業務継続計画の策定等）
（４）ア 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する
処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務
再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定
し、 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。計画
の策定にあたっては、「介護施設・事業所における新型コロナ
ウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設
・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を
参照されたい。 また、想定される災害等は地域によって異な
るものであることから、項目については実態に応じて設定す
ること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策
定することを妨げるものではない。
（イ 必要な研修及び訓練の定期的な実施） 略
（ウ 定期的・随時の計画見直し） 略

【違反防止のポイント】
策定したBCPについて、研修や見直しが行われて

いないホームがある。
BCPの中にこれらについても織り込んだ上で、適

切に対応する必要がある。
※「有老協 自然災害BCP」モデルあり
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（９）９ 施設の管理・運営 （１０）９ 施設の管理・運営

【指針】（医療機関等との連携）
（８）
（ア～カ 略）
キ 入居者が適切に健康相談や健康診断を受けられるよう、
協力医療機関による医師の訪問や、嘱託医の確保などの支援
を行うこと。
ク 入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこ
と。協力医療機関は、あくまでも、入居者の選択肢として設置
者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘
引するためのものではない。
ケ  医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金
品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損
なうおそれのある経済上の利益を受けることにより、入居者
が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはなら
ないこと。

【違反防止のポイント】
入居者の医療機関の選択権を確保しなければな

らない。
入居契約上で特定の医療機関を受診することを

義務付けない。
※入居契約に際し、「主治医を協力医に変更しなけ
れば入居させない。」などのケースがある。

【指針】（介護サービス事業所との関係）
（９）ア 近隣に設置されている介護サービス事業所につい
て、設置者及び当該設置者と関係のある事業者以外の事業者
も含め入居者に情報提供すること。
イ 入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当
該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサー
ビス提供に限定又は誘導しないこと。

ウ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。

【違反防止のポイント】
設置者が併設する居宅サービス等に誘導する、入

居契書で特定の居宅サービス利用を義務付け
るなどのケースがある。
入居者や家族が自ら選択することを妨げないこ

と。
※「自社の居宅サ―ビス事業所を利用しなければ退
去させる。」
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（１１）10 サービス等 （１２）10サービス等

【指針】8（１）ウ（また書き） また、他の職務を兼務する
場合にあっては、各職員について、それぞれの職務の内
容に応じた勤務状況を把握する観点から、適切に勤務
表の作成及び管理を行うこと。

【違反防止のポイント】
住宅型ホームで、併設する居宅サービス事業所

の職員と、ホームとして雇用する職員を区分しな
いケースが非常に多い。
勤務表（シフト表）、重要事項説明書で明確に区

分する。不区分の場合は、居宅事業所側で人員配
置減算になる場合があるので、注意。

【指針】（金銭等管理）
(10)ア 入居者の金銭、預金等の管理は、入居者自身が行う
ことを原則とすること。ただし、入居者本人が特に設置者に
依頼した場合、又は入居者本人が認知症等により十分な判断
能力を有せず金銭等の適切な管理が行えないと認められる
場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、設置者
において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこ
と。
イ 設置者が入居者の金銭等を管理する場合にあっては、依
頼又は承諾を書面で確認するとともに、金銭等の具体的な管
理方法、入居者本人又は身元引受人等への定期的報告等を、
管理規程等で定めること。なお、設置者が入居者の買物等の
立替払い後に当該額を精算請求する場合も、管理規程等で定
めること。

【違反防止のポイント】
例外的に金銭管理を行う場合、事務管理方法等を

規定しないホームがある。
入居者の金銭を取り扱う場合は、窃盗等が発生し

ないよう物理的な安全管理も重要となる。
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（１３）１3 契約内容等 （１４）13 契約内容等

【指針】（契約内容）
（２）ウ 利用料等の改定のルールを入居契約書におい
て明らかにしておくとともに、利用料等の改定に当たっ
ては、その根拠を入居者に明確にするとともに同意を得
るよう努めること。

【違反防止のポイント】
入居契約には、入居日や家族等の権利義務、契

約解除要件、（前払金）等、また、介護サービスの内
容等を指針に基づいて規定しなければならない。

※有老協では無料で会員サポートを実施

特に、物価や人件費高騰により、月額利用料を値

上げするホームが増加しているが、手続きを行わ
ない（通告のみ）ものが散見される。
改定に当たっては、合理的根拠を示し、運営懇談

会の意見を聴いた上で実施する必要がある。

【指針】（消費者契約の留意点）
（２）ケ 消費者契約法（平成 12 年法律第 61 号）第
2 章第2節（消費者契約の条項の無効）の規定により
、事業者の損害賠償の責任を免除する条項、消費者が
支払う損害賠償の額を予定する条項及び消費者の利
益を一方的に害する条項については無効となる場合
があることから、入居契約書の作成においては、十分
に留意すること。また、入居契約書に、設置者に有利な
裁判管轄条項等を設けないこと。

【違反防止のポイント】
例えば、「事故が発生した場合に〇〇万円以上の

損害賠償は行わない」、や「損害賠償は
行わない」と 契約書に規定するホーム
があるが、消費者契約法 違反。
こうした場合には、帰責事由による賠償を、「事業

者の責めに帰すべき事由がある場合に賠償する」

等の規定に修正しなければならない（改正民法）。
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（１5）１4 情報開示 （１6）14 情報開示

【指針】（有料老人ホームの経営状況に関する情報）
（２） ア 貸借対照表及び損益計算書等の財務諸表又
はそれらの要旨についても、入居者及び入居希望者の
求めに応じ閲覧 に供すること。
イ 有料老人ホームの経営状況・将来見通しに関する
入居者等の理解に資する観点から、事業収支計画につ
いても閲覧に供するよう努めるとともに、貸借対照表
等の財務諸表と併せて、入居者等の求めがあればそれ
らの写しを交付するよう配慮すること。

【違反防止のポイント】
「貸借対照表等は入居契約するまで見せない」とし

てはならないこと。
上記の規定は特に月払いホームにも適用されるこ

ととなったので、注意が必要。

【指針】（有料老人ホーム類型の表示)
（3） パンフレット、募集広告、インターネットのホーム
ページ等において、施設名と併せて「3.有料老人ホー
ムの類型等」において定めた有料老人ホームの類型及
び居住の権利形態並びに表示事項について表示する
こと。ただし、類型及び居住の権利形態並びに表示事
項が、当該有料老人ホームの事業の内容を正確に反
映できないと判断される場合委は、その区分によらない
ことができるものとする。なお、その場合も介護付有料
老人ホーム以外は、「介護付」「ケア付」等の表示を行っ
てはならないことに十分留意すること。

【違反防止のポイント】
パンフレットや広告において、ホーム名を表示す

る際に、類型・表示事項を付記しないホームがある。
その他、有料老人ホームの広告表示には、景品表

示法上で厳しい告示規制があるため注意。
例：・賃借しているホーム建物の写真を表示 →

「建物：賃貸借」などと説明書きを付記
・「管理費〇〇円」と表示 →管理費の使途を付
記 、など
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（17）13 契約内容等

【指針】（入居者募集等） ※直近改正で規定
（５）エ 入居募集に当たり、有料老人ホームが、高齢者
向け住まいへの入居を希望する者に関する情報の提供
等を行う事業者（以下「情報提供等事業者」という。）と
委託契約等を締結する場合は、次の事項に留意するこ
と。
(ｱ) 情報提供等事業者と委託契約等を締結する場合に
は、例えば、入居希望者の介護度や医療の必要度等の
個人の状況や属性に応じて手数料を設定するといった、
社会保障費の不適切な費消を助長するとの誤解を与え
るような手数料の設定を行わないこと。また、上記のよ
うな手数料の設定に応じないこと。
また、情報提供等事業者に対して、入居者の月額利用

料等に比べて高額な手数料と引き換えに、優先的な入
居希望者の紹介を求めないこと。

イ 情報提供等事業者の選定に当たっては、当該情報
提供等事業者が入居希望者に提供するサービス内容
やその対価たる手数料の有無・金額についてあらかじ
め把握することが望ましいこと。
また、公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般

社団法人全国介護付きホーム協会及び一般社団法人
高齢者住宅協会の３団体で構成する高齢者住まい事
業者団体連合会が運営する「高齢者向け住まい紹介
事業者届出公表制度」に届出を行い、行動指針を遵守
している事業者を選定することが望ましいこと。

１７



参考︓全国有料老人ホーム協会について
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